
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
三
十
九
号

人
権
擁
護
委
員
法

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
国
民
に
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
を
擁
護
し
、
自
由
人
権
思
想
の
普
及
高
揚
を
図
る

た
め
、
全
国
に
人
権
擁
護
委
員
を
置
き
、
こ
れ
に
適
用
す
べ
き
各
般
の
基
準
を
定
め
、
も
つ
て
人
権
の
擁
護
に
遺

漏
な
き
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
委
員
の
使
命
）

第
二
条
　
人
権
擁
護
委
員
は
、
国
民
の
基
本
的
人
権
が
侵
犯
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
監
視
し
、
若
し
、
こ
れ
が

侵
犯
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
救
済
の
た
め
、
す
み
や
か
に
適
切
な
処
置
を
採
る
と
と
も
に
、
常
に
自
由
人
権
思

想
の
普
及
高
揚
に
努
め
る
こ
と
を
も
つ
て
そ
の
使
命
と
す
る
。

（
委
員
の
設
置
区
域
）

第
三
条
　
人
権
擁
護
委
員
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
に
置
く
も
の
と
す
る
。

（
委
員
の
定
数
）

第
四
条
　
人
権
擁
護
委
員
の
定
数
は
、
全
国
を
通
じ
て
二
万
人
を
越
え
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
各
市
町
村
ご
と
の
人
権
擁
護
委
員
の
定
数
は
、
そ
の
土
地
の
人
口
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、

法
務
大
臣
が
定
め
る
。

３
　
第
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
前
項
の
人
権
擁
護
委
員
の
定
数
に
つ

き
、
法
務
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
の
性
格
）

第
五
条
　
人
権
擁
護
委
員
に
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

（
委
員
の
推
薦
及
び
委
嘱
）

第
六
条
　
人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
す
る
。

２
　
前
項
の
法
務
大
臣
の
委
嘱
は
、
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
推
薦
し
た
者
の
中
か

ら
、
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
の
区
域
（
北
海
道
に
あ
つ
て
は
、
第
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
法
務
大
臣
が
定
め
る
区
域
と
す
る
。
以
下
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
の
弁
護
士
会
及
び
都
道
府
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
市
町
村
長
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
当
該
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
住
民
で
、
人
格
識
見
高

く
、
広
く
社
会
の
実
情
に
通
じ
、
人
権
擁
護
に
つ
い
て
理
解
の
あ
る
社
会
事
業
家
、
教
育
者
、
報
道
新
聞
の
業
務

に
携
わ
る
者
等
及
び
弁
護
士
会
そ
の
他
婦
人
、
労
働
者
、
青
年
等
の
団
体
で
あ
つ
て
直
接
間
接
に
人
権
の
擁
護
を

目
的
と
し
、
又
は
こ
れ
を
支
持
す
る
団
体
の
構
成
員
の
中
か
ら
、
そ
の
市
町
村
の
議
会
の
意
見
を
聞
い
て
、
人
権

擁
護
委
員
の
候
補
者
を
推
薦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
務
大
臣
は
、
市
町
村
長
が
推
薦
し
た
候
補
者
が
、
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

市
町
村
長
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
さ
ら
に
他
の
候
補
者
を
推
薦
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

５
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
長
が
、
同
項
の
期
間
内
に
他
の
候
補
者
を
推
薦
し
な
い
と
き
は
、
法
務
大
臣

は
、
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
項
に
規
定
す
る
者
の
中
か
ら
、
当
該
市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県

の
区
域
内
の
弁
護
士
会
及
び
都
道
府
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
人
権
擁
護
委
員
を
委
嘱
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

６
　
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
及
び
委
嘱
に
当
つ
て
は
、
す
べ
て
の
国
民
は
、
平
等
に
取
り
扱
わ
れ
、
人
種
、
信
条
、

性
別
、
社
会
的
身
分
、
門
地
又
は
第
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
外
、
政
治
的
意
見
若
し
く
は

政
治
的
所
属
関
係
に
よ
つ
て
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

７
　
法
務
大
臣
は
、
人
権
擁
護
委
員
を
委
嘱
し
た
と
き
は
、
当
該
人
権
擁
護
委
員
の
氏
名
と
職
務
を
そ
の
関
係
住
民

に
周
知
せ
し
め
る
よ
う
、
適
当
な
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
市
町
村
長
は
、
法
務
大
臣
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
前
項
の
措
置
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
の
欠
格
条
項
）

第
七
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
人
権
擁
護
委
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
　
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま

で
の
者

二
　
前
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
ほ
か
、
人
権
の
侵
犯
に
当
た
る
犯
罪
行
為
の
あ
つ
た
者

三
　
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る

こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

２
　
人
権
擁
護
委
員
が
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
当
然
失
職
す
る
。

（
委
員
の
給
与
）

第
八
条
　
人
権
擁
護
委
員
に
は
、
給
与
を
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
人
権
擁
護
委
員
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
職
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用

の
弁
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
の
任
期
）

第
九
条
　
人
権
擁
護
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
但
し
、
任
期
満
了
後
も
、
後
任
者
が
委
嘱
さ
れ
る
ま
で
の

間
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

（
委
員
の
職
務
執
行
区
域
）

第
十
条
　
人
権
擁
護
委
員
は
、
そ
の
者
の
置
か
れ
て
い
る
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
、
職
務
を
行
う
も
の
と
す

る
。
但
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
区
域
外
に
お
い
て
も
、
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
の
職
務
）

第
十
一
条
　
人
権
擁
護
委
員
の
職
務
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

一
　
自
由
人
権
思
想
に
関
す
る
啓
もヽ
うヽ
及
び
宣
伝
を
な
す
こ
と
。

二
　
民
間
に
お
け
る
人
権
擁
護
運
動
の
助
長
に
努
め
る
こ
と
。

三
　
人
権
侵
犯
事
件
に
つ
き
、
そ
の
救
済
の
た
め
、
調
査
及
び
情
報
の
収
集
を
な
し
、
法
務
大
臣
へ
の
報
告
、
関

係
機
関
へ
の
勧
告
等
適
切
な
処
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四
　
貧
困
者
に
対
し
訴
訟
援
助
そ
の
他
そ
の
人
権
擁
護
の
た
め
適
切
な
救
済
方
法
を
講
ず
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
人
権
の
擁
護
に
努
め
る
こ
と
。

（
委
員
の
服
務
）

第
十
二
条
　
人
権
擁
護
委
員
は
、
そ
の
使
命
を
自
覚
し
、
常
に
人
格
識
見
の
向
上
と
そ
の
職
務
を
行
う
上
に
必
要
な

法
律
上
の
知
識
及
び
技
術
の
修
得
に
努
め
、
積
極
的
態
度
を
も
つ
て
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
人
権
擁
護
委
員
は
、
そ
の
職
務
を
執
行
す
る
に
当
つ
て
は
、
関
係
者
の
身
上
に
関
す
る
秘
密
を
守
り
、
人
種
、

信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
、
門
地
又
は
政
治
的
意
見
若
し
く
は
政
治
的
所
属
関
係
に
よ
つ
て
、
差
別
的
又
は
優

先
的
な
取
扱
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
　
人
権
擁
護
委
員
は
、
そ
の
職
務
上
の
地
位
又
は
そ
の
職
務
の
執
行
を
政
党
又
は
政
治
的
目
的
の
た
め
に

利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
人
権
擁
護
委
員
は
、
そ
の
職
務
を
公
正
に
行
う
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
事
業
を
営
み
、
又
は
そ
の
よ
う
な
事
業

を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
会
社
そ
の
他
の
団
体
の
役
職
員
と
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
委
員
の
監
督
）

第
十
四
条
　
人
権
擁
護
委
員
は
、
職
務
に
関
し
て
、
法
務
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
。

（
委
員
の
解
嘱
）

第
十
五
条
　
法
務
大
臣
は
、
人
権
擁
護
委
員
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
関
係
都
道
府
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
の
意
見
を
聞
き
、
こ
れ
を
解
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
又
は
職
務
を
怠
つ
た
場
合

二
　
心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
場
合

三
　
人
権
擁
護
委
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
の
あ
つ
た
場
合

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
解
嘱
は
、
当
該
人
権
擁
護
委
員
に
、
解
嘱
の
理
由
が
説
明
さ
れ
、
且
つ
、
弁
明
の
機
会
が

与
え
ら
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
協
議
会
、
連
合
会
及
び
全
国
連
合
会
）

第
十
六
条
　
人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
が
各
都
道
府
県
の
区
域
を
数
個
に
分
け
て
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
人
権

擁
護
委
員
協
議
会
を
組
織
す
る
。

２
　
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
都
道
府
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
を
組
織
す
る
。
但
し
、
北
海

道
に
あ
つ
て
は
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
組
織
す
る
も
の
と
す
る
。
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３
　
全
国
の
都
道
府
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
を
組
織
す
る
。

（
協
議
会
の
任
務
）

第
十
七
条
　
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
の
任
務
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

一
　
人
権
擁
護
委
員
の
職
務
に
関
す
る
連
絡
及
び
調
整
を
す
る
こ
と
。

二
　
人
権
擁
護
委
員
の
職
務
に
関
し
必
要
な
資
料
及
び
情
報
の
収
集
を
す
る
こ
と
。

三
　
人
権
擁
護
委
員
の
職
務
に
関
す
る
研
究
及
び
意
見
の
発
表
を
す
る
こ
と
。

四
　
人
権
擁
護
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
関
係
機
関
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
人
権
擁
護
上
必
要
と
認
め
る
事
項
を
行
う
こ
と
。

２
　
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
は
、
定
期
的
に
、
又
は
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
業
績
を
当
該
都
道
府
県
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
連
合
会
の
任
務
）

第
十
八
条
　
都
道
府
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
の
任
務
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

一
　
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
の
任
務
に
関
す
る
連
絡
及
び
調
整
を
す
る
こ
と
。

二
　
人
権
擁
護
委
員
の
職
務
に
関
し
必
要
な
資
料
及
び
情
報
の
収
集
を
す
る
こ
と
。

三
　
人
権
擁
護
委
員
の
職
務
に
関
す
る
研
究
及
び
意
見
の
発
表
を
す
る
こ
と
。

四
　
人
権
擁
護
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
関
係
機
関
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
人
権
擁
護
上
必
要
と
認
め
る
事
項
を
行
う
こ
と
。

２
　
都
道
府
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
定
期
的
に
、
又
は
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
業
績
を
法
務
大
臣
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
全
国
連
合
会
の
任
務
）

第
十
八
条
の
二
　
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
の
任
務
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

一
　
都
道
府
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
の
任
務
に
関
す
る
連
絡
及
び
調
整
を
す
る
こ
と
。

二
　
人
権
擁
護
委
員
の
職
務
に
関
し
必
要
な
資
料
及
び
情
報
の
収
集
を
す
る
こ
と
。

三
　
人
権
擁
護
委
員
の
職
務
に
関
す
る
研
究
及
び
意
見
の
発
表
を
す
る
こ
と
。

四
　
人
権
擁
護
上
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
関
係
機
関
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

五
　
そ
の
他
人
権
擁
護
上
必
要
と
認
め
る
事
項
を
行
う
こ
と
。

２
　
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
定
期
的
に
、
又
は
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
業
績
を
法
務
大
臣
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
の
表
彰
）

第
十
九
条
　
法
務
大
臣
は
、
人
権
擁
護
委
員
、
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
、
都
道
府
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
又
は
全

国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
が
、
職
務
上
特
別
な
功
労
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
表
彰
し
、
そ
の
業
績
を

一
般
に
周
知
せ
し
め
る
こ
と
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
　
こ
の
法
律
の
実
施
の
た
め
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
法
務
省
令
で
定
め

る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
人
権
擁
護
委
員
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
六
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二
六
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
七
月
二
二
日
法
律
第
七
一
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
五
月
二
三
日
法
律
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
八
日
法
律
第
一
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
準
禁
治
産
者
及
び
そ
の
保
佐
人
に
関
す
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
か
ら
七
ま
で
　
略

八
　
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
人
権
擁
護
委
員
法
第
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第

二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日

2


